　　○日南市介護用品支給事業実施要綱

　　　　　　　　　　　　平成21年３月30日告示第10号

　　　       改正

　　　　　　　　　　　　平成24年７月６日告示第114号

　　　　　　　　　　　　平成26年３月31日告示第25号

　　　　　　　　　　　　平成28年６月２日告示第105号

令和３年３月31日告示第29号

　　　日南市介護用品支給事業実施要綱

　（目的）

第１条　この要綱は、在宅で高齢者を介護している家族に介護用品を支給することにより高齢者を介護している家族の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図るとともに要介護高齢者の在宅生活の継続及び向上を図ることを目的とする。

　（支給要件）

第２条　介護用品の支給対象者（以下「支給対象者」という。）は、次の各号のいずれにも該当する者（以下「要介護高齢者」という。）を現に在宅で介護し、本市に住所及び居所を有している者又は特に市長が認めた者とする。
　(１)　本市に居住し、住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）の定めるところにより住民基本台帳に登録されている者

　(２)　介護保険法（平成９年法律第123号）の規定による要介護認定を受け、要介護状態区分が要介護４又は要介護５と認定された者のうち、満65歳以上の者であって、要介護高齢者が市町村民税非課税であること。
　(３)　要介護高齢者又は支給対象者の自宅で介護していること。
　(４)　支給対象者及び要介護高齢者並びに要介護高齢者の属する世帯の世帯員のすべてが地方税法（昭和25年法律第226号）第５条第２項第１号から第３号までに規定する市町村民税、固定資産税、軽自動車税及び介護保険料の全部又は一部を滞納していない者

　（介護用品）

第３条　支給対象とする介護用品（以下「介護用品」という。）は、次に掲げる用品とする。

　(１)　紙おむつ

　(２)　尿とりパット

　(３)　おむつカバー

　(４)　介護用防水シーツ

　(５)　使い捨て手袋

　(６)　食事用エプロン

　(７)　ウエットティッシュ

　(８)　ドライシャンプー

　(９)　清拭剤

　(10)　その他市長が特に必要と認める用品

　（支給の申請）

第４条　介護用品の支給を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、介護用品支給申請書（別記様式第１号。以下「申請書」という。）を市長に提出しなければならない。

２　申請者は、申請書を提出するときは、支給対象者及び要介護高齢者並びに要介護高齢者と同居している者が、第２条第４号の規定に該当することを証明するため、同意書を添付することとする。
　（支給の決定）

第５条　市長は、前条の規定により申請があったときに、第２条第１項各号のすべてを満たしたときは介護用品支給決定通知書（別記様式第２号。以下「決定通知書」という。）により、満たしていないときは介護用品支給却下通知書（別記様式第３号）により申請者及び介護用品納入事業者（以下「納入事業者」という。）に速やかに通知するものとする。

　（支給方法等）

第６条　介護用品は、要介護高齢者一人につき、月に１回5,000円を限度として現物支給する。この場合において、介護用品は、納入事業者が直接要介護高齢者の自宅に配達するものとする。

２　支給対象者は、納入事業者から介護用品の支給を受けようとするときは、次に掲げる手続を行うものとする。

　(１)　支給対象者は、配達を希望する日の10日前までに、納入事業者に第３条各号に掲げる介護用品の中から、希望する介護用品の品目を連絡する。

　(２)　支給対象者は、納入事業者から介護用品を受け取るときは、決定通知書を提示する。

　(３)　支給対象者は、納入事業者から受け取った介護用品の品目及び金額を記載した明細書の交付を受ける。

　(４)　支給対象者は、納入事業者から受け取った介護用品を確認のうえ、日南市介護用品納入事業者指定等に関する要領（以下「要領」という。）第５条第２項に規定する介護用品受給者台帳に押印する。

３　支給対象者は、要介護高齢者が第２条第３号に該当しない期間は、介護用品の支給を受けることができないものとする。

　（支給月）

第７条　介護用品支給決定がなされた場合は、介護用品は、支給申請のあった日の属する月の翌月から支給する。

（届出の義務）

第８条　申請者は、支給対象者又は要介護高齢者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、介護用品支給変更届（別記様式第４号。以下「変更届」という。）により、速やかに市長に届け出なければならない。ただし、第４号に該当する期間が、短期と見込まれるときは、この限りでない。

　(１)　介護用品の支給が必要なくなったとき。

　(２)　要介護高齢者が要介護３以下になったとき。

　(３)　要介護高齢者が死亡したとき。

　(４)　第２条第３号に該当しなくなったとき。

　(５)　住所又は連絡先を変更したとき。

　(６)　世帯の状況が変わったとき。

　(７)　支給対象者が変更となったとき。

　(８)　納入事業者を変更したいとき。

２　市長は、支給対象者又は要介護高齢者が前項第５号から第８号までのいずれかに該当するときは、介護用品支給変更決定通知書（別記様式第５号）を速やかに申請者及び納入事業者に通知しなければならない。

　（支給の中止）

第９条　市長は、申請者より前条第１項の変更届の提出を受理し、要介護高齢者が同条第１項第１号から第４号までのいずれかに該当したときは、介護用品中止通知書（別記様式第６号）により、速やかに申請者及び納入事業者に通知しなければならない。

２　市長は、支給対象者又は要介護高齢者が、第２条第１号に該当しなくなったこと、又は前条第１項第３号に該当したことが判明したときは、その該当しなくなった日又は該当した日に遡って介護用品の支給を中止することができるものとする。

３　市長は、前項の規定に該当したときは、介護用品中止通知書（別記様式第６号）により、速やかに申請者及び納入事業者に通知しなければならない。

　（支給の取消し）

第10条　市長は、申請者又は支給対象者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、支給の決定を取り消すことがある。

　(１)　虚偽の申請その他不正な手段により、支給を受けているとき。

　(２)　前号に掲げるもののほか、市長が介護用品の支給を受けることが不適当と認めるとき。

２　市長は、申請者又は支給対象者が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、申請者又は支給対象者に、既に支給した介護用品分の金額の返還を求めることがある。

（同意書の提出）

第11条　申請者は、年度ごとに第４条第２項に規定する同意書を、市長に４月末日までに提出する。

　（支給等台帳の整備）

第12条　介護用品支給事業に係る給付状況を明確にするため、介護用品支給台帳その他必要な帳簿を整備する。

　（その他）

第13条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
　　　附　則

　（施行期日）

１　この要綱は、平成21年３月30日から施行する。

　（経過措置）

２　この要綱の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに、合併前の北郷町介護手当支給条例（平成６年北郷町条例第７号。以下「合併前の北郷町条例」という。）、合併前の南郷町ねたきり老人等介護手当支給条例（平成３年南郷町条例第２号。以下「合併前の南郷町条例」という。）又は合併前の日南市介護用品支給事業実施要綱（平成18年日南市告示第16号。以下「合併前の日南市要綱」という。）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

３　施行日の前日までに、合併前の北郷町条例の規定により介護手当の支給を受けていたねたきり老人及び認知症老人、合併前の南郷町条例の規定により介護手当の支給を受けていたねたきり老人及び痴ほう性老人又は合併前の日南市要綱の規定により介護用品の支給を受けていた要介護高齢者については、第２条の規定にかかわらず、この要綱による介護用品の支給対象者とする。
　　　附　則（平成24年７月６日告示第114号）

　この要綱は、平成24年７月９日から施行する。

附　則（平成26年3月31日告示第25号）

　この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附　則（平成28年６月２日告示第105号）

　この要綱は、公表の日から施行し、改正後の日南市介護用品支給事業実施要綱は平成28年４月1日から適用する。

　　　附　則（令和３年３月31日告示29号）
（施行期日）
１　この要綱は、令和３年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　この要綱による改正後の日南市介護用品支給事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあった介護用品の支給から適用し、同日前までに申請のあった介護用品の支給については、なお従前の例による。
様式第１号（第４条関係）

日南市介護用品支給申請書

　　　年　　　月　　　日

日南市長　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　　住所　日南市　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　　　　　　　　　　　　　

介護用品の支給を希望しますので申請します。
	要介護
高齢
者

の

状

況
	住　所
	日南市

	
	ふりがな
	

	電話
	　　　―

	
	氏　名
	
	
	

	
	生年月日
	明治・大正・昭和　　　　　

年　　月　　日（　　　　歳）
	性　別
	男　・　女

	
	支給対象者との続柄
	
	要介護状態区分
	要介護４　・　要介護５

	
	世帯の状況
	氏　　名
	要介護高齢者との続柄
	年　　齢

	
	
	
	　
	

	
	
	
	　
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	身体障害手帳
	有（障害程度　　　　種　　級）　　・　　　無

	支給対象者
	住　所
	日南市

	
	ふりがな
	
	電話
	　　　―

	
	氏　名
	
	
	

	
	生年月日
	明治・大正・昭和・平成

　年　　月　　日（　　　　歳）
	性　別
	男　・　女

	
	希望する納入事業者
	


※　支給対象者及び要介護高齢者並びに要介護高齢者と同居されている者の完納等を確認するため、同書の添付を必要とします。
様式第２号（第５条関係）

日長発第　　　　号

　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日　南　市　長　　　　　　
日南市介護用品支給決定通知書

令和　　　年　　　月　　　日付けで申請のありました介護用品支給について、下記のとおり決定しましたので通知します。

記

１　支給番号

２　支給開始月　　　　　　　　年　　月
３　支給対象者
　　名　　前

　　住　　所

　　電話番号

４　納入事業者
　　納入事業者名

　　住　　　　所

　　電話番号
　
様式第３号（第５条関係）

日長発第　　　　号

　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日　南　市　長　　　　
日南市介護用品支給却下通知書

令和　　　年　　　月　　　日付けで申請のありました介護用品支給について、下記のとおり却下しましたので通知します。

記

１　却下理由
様式第４号（第８条関係）

日長発第　　　　号

　　　年　　　月　　　日

　　日南市長　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　　住所　日南市　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　　　　　　　　　　　　　
日南市介護用品支給変更届
　日南市介護用品支給事業について、下記のとおり変更がありましたので、届け出ます。
記

	支給対象者
	氏　名
	

	
	住　所
	

	届出理由

（いずれかの番号に○をしてください。）


	１　介護用品の支給が必要なくなったため。
２　要介護高齢者が要介護３以下になったため。
３　要介護高齢者が死亡したため。
４　第２条第１項第３号に該当しなくなったため

　（支給対象者及び要介護高齢者が、医療機関に入院又は老人福祉施設若しくは介護保険施設に入所したため。）。
５　住所又は連絡先を変更したため。
６　世帯の状況が変わったため。
７　支給対象者の変更のため。
８　納入事業者を変更したいため。

	変更内容
	変更前
	

	
	変更後
	


様式第５号（第８条関係）

日長発第　　　　号

　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日　南　市　長　　　　
日南市介護用品支給変更決定通知書

令和　　　年　　　月　　　日付けで届出のありました介護用品支給について、下記のとおり決定しましたので通知します。

記

１　支給番号

２　変更支給開始月　　　　　　　　年　　月
３　支給対象者

　　名　　前

　　住　　所

　　電話番号

４　変更内容

　　変更前

　　

変更後
様式第６号（第９条関係）

日長発第　　　　号

　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日　南　市　長　　　　　
日南市介護用品中止通知書

令和　　　年　　　月　　　日付けで届出のありました介護用品支給について、下記のとおり決定しましたので通知します。

記

１　支給番号

２　支給中止月　　　　　　　　年　　月
３　支給対象者

　　名　　前

　　住　　所

　　電話番号

４　支給中止理由
